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新潟県新潟市東区宝町13番５号

代表取締役社長 佐 藤 元

第66期定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、当社第66期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。
本株主総会の招集に際しては、電子提供措置をとっておりインターネット上の下記ウェブサイ

トに「第66期定時株主総会招集ご通知」として電子提供措置事項を掲載しておりますので、サ
イトにアクセスのうえ、ご確認くださいますようお願い申し上げます。

【当社ウェブサイト】
https://www.satosyokuhin.co.jp/ir/ir_shareholders/

また、上記ウェブサイトのほか、下記の東京証券取引所（東証）のウェブサイトにも掲載して
おりますので、下記のウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「サトウ食品」、
又は「証券コード」に「2923」と入力・検索し、当社情報欄の「基本情報」、「縦覧書類／ＰＲ
情報」を順に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知／株主総会資料」欄よりご確認
くださいますようお願い申し上げます。

【東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）】
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

なお、当日のご出席に代えて、事前にインターネット等又は書面（郵送）により議決権を行使
することができますので、お手数ながら電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類をご検討の
うえ、2026年７月21日（火曜日）午後５時45分までに議決権を行使くださいますようお願い
申し上げます。

敬 具
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記
1. 日 時 2026年７月22日（水曜日）午前10時30分
2. 場 所 新潟県新潟市東区宝町13番５号

サトウ食品株式会社 本社４階
（末尾の株主総会会場ご案内略図をご参照ください。）

3. 目的事項
報告事項 1.第66期（2025年５月１日から2026年４月30日まで）事業報告の内容、連

結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報
告の件

2.第66期（2025年５月１日から2026年４月30日まで）計算書類の内容報告
の件

決議事項 第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 取締役９名選任の件
第３号議案 補欠監査役１名選任の件

以 上

●書面交付請求をされていない株主様には、利便性を鑑み、お手元でも決議事項の要点をご確認
いただけるよう電子提供措置事項のうち株主総会参考書類等もあわせてご送付しております。

●書面交付請求をされた株主様へご送付しております書面には、法令及び当社定款第16条の規
定に基づき下記の事項を記載しておりません。従いまして、当該書面は監査報告を作成するに
際し監査役及び会計監査人が監査した書類の一部でございます。
・「連結計算書類の連結注記表」
・「計算書類の個別注記表」

●電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容を掲載させ
ていただきます。
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議決権行使方法のご案内
インターネット等により議決権を行使される場合

行使期限 2026年７月21日（火曜日）午後５時45分まで

※2026年7月18日（土曜日）午後８時より2026年7月19日（日曜日）午後
11時まで株主名簿管理人であるみずほ信託銀行のシステムメンテナンス
のため「議決権行使ウェブサイト」及び「スマート行使」ウェブサイトが
ご利用いただけませんので、あらかじめご了承ください。

①議決権行使コード・パスワード入力による方法
当社の指定する議決権行使ウェブサイトにアクセスいただき、議決権行使
書用紙に記載された「議決権行使コード」及び「パスワード」を入力し、
以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

②スマート行使による方法
スマートフォンかタブレット端末から議決権行使書用紙の右下に記載のＱ
Ｒコードを読み取り、以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

※詳細につきましては、次頁をご覧ください。

郵送にて議決権を行使される場合

行使期限 2026年７月21日（火曜日）午後５時45分必着

同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、行使期限までに到着する
ようご返送ください。議決権行使書面において、議案に賛否の表示がない場
合は、賛成の意思表示をされたものとして取り扱わせていただきます。

株主総会にご出席される場合

株主総会日時 2026年７月22日（水曜日）午前10時30分開催
（受付開始は午前９時30分を予定しております。）

お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますよう
お願い申し上げます。



お問い合わせ先について
ご不明点は、株主名簿管理人であるみずほ信託銀行証
券代行部（以下）までお問い合わせください。

 ご注意
■  「スマート行使」による議決権行使後に行使内容を修正したい場合は、

お手数ですが上記１．に記載の方法でご修正いただきますようお願
い申し上げます。

■  書面とインターネットによる議決権行使を重複して行使された場合
は、インターネットによるものを有効とします。インターネットに
て複数回行使された場合は、最後に行われたものを有効とします。

■  インターネット接続・利用に係る費用は株主さまのご負担となります。
■  インターネットによる議決権行使は一般的なインターネット接続機器

にて動作確認を行っておりますが、ご利用の機器やその状況によって
はご利用いただけない場合があります。

▼ ｢議決権行使ウェブサイト」「スマート行使」の操作方法等に関する専用お問い合わせ先

ふ0120-768-524
（年末年始を除く 9:00～21:00）

▼上記以外の株式事務に関するお問い合わせ先

ふ0120-288-324
（土・日・祝日を除く 9:00～17:00）

1. 議決権行使コード・パスワード入力による方法 https://soukai.mizuho-tb.co.jp/

以降は画面の案内に従って
賛否をご入力ください。

●  パスワードは、ご投票される方がご本人であることを確認する手段です。今回の総
会のみ有効です。なお、パスワードを当社よりお尋ねすることはございません。

●  パスワードは、一定回数以上連続して間違えるとロックされ使用できなくなりま
す。ロックされた場合、画面の案内にしたがってお手続きください。

「議決権行使ウェブサイト」（上記URL）にアクセスいただき、同封の議決権行使書用紙に記載の議決権行使コード
及びパスワードにてログインのうえ、画面の案内に従って行使内容をご入力ください。
なお、セキュリティ確保のため、初回ログインの際にパスワードを変更いただく必要があります。

（注）「QRコード」は、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。QRコードを読み取れるアプリケーション（又は機能）の導入が必要です。

クリック

クリック

入 力
入 力

クリック

2.「スマート行使」（スマートフォン用議決権行使ウェブサイト）による方法
同封の議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを
スマートフォン等にてお読み取りいただき、「スマート行使」
へアクセスしたうえで、画面の案内に従って行使内容をご入
力ください。
なお、議決権行使コード・パスワードのご入力は不要です。

「スマート行使」による議決権行使は１回限りです。

「ログイン用QR
コード」はこちら

■ インターネットによる議決権行使のご利用上の注意点
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議案及び参考事項

第１号議案 剰余金の処分の件
剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

・期末配当に関する事項
当社は株主還元を経営の最重要課題の一つと位置づけており、今後の事業展開及び経営強化

のため内部留保の充実を図りつつ、安定的な配当を維持継続することを基本方針としておりま
す。
第66期の期末配当につきましては、上記方針のもと、第66期の財務内容、業績及び今後の

経営施策等を勘案いたしまして、次のとおりとさせていただきたいと存じます。

1
配当財産の種類
金銭といたします。

2

配当財産の割当てに関する
事項及びその総額
当期の期末配当につきましては、当事業年度
の業績等を勘案し、１株につき75円といた
したいと存じます。
なお、この場合の配当総額は378,270,825
円となります。

3
剰余金の配当が効力を生じる日
2026年７月23日といたしたいと存じます。
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第２号議案 取締役９名選任の件
取締役９名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となります。
つきましては、取締役９名の選任をお願いいたしたいと存じます。
取締役候補者は次のとおりであります。

【参考】候補者一覧
候補者
番 号 氏 名 現在の地位及び担当

1 再 任 佐 藤 元 （さとう はじめ） 代表取締役社長

2 再 任 頼 田 武 幸 （よりた たけゆき） 専 務 取 締 役
営 業 管 掌

3 再 任 加 藤 仁 （かとう ひとし）
常 務 取 締 役
株式会社うさぎもち
代表取締役社長

4 再 任 佐 藤 浩 一 （さとう こういち）
常 務 取 締 役
コーポレート担当
兼 生 産 本 部 長

5 再 任 赤 塚 昌 一 （あかつか しょういち）
取 締 役
品質保証・商品開発
本 部 長
兼商品開発部長

6 再 任 渡 辺 今日子 （わたなべ きょうこ） 取 締 役
経営企画本部長

7 再 任 佐 藤 大 裕 （さとう だいゆう）

取 締 役
コーポレート担当
兼経営企画本部
副 本 部 長
兼ブランディング戦略部長
兼システム企画担当

8 再 任 社 外 独 立 齋 藤 貴 介 （さいとう たかゆき） 取 締 役

9 再 任 社 外 独 立 浅 妻 信 （あさつま まこと） 取 締 役
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候補者
番 号

1
さ と う はじめ

佐 藤 元
再 任

（1965年２月24日生）
所有する当社の株式数
6,788株
取締役会への出席状況
15回/15回（100％）

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1990 年４月 当社入社
1992 年７月 住吉食品有限会社取締役（現任）
1995 年６月 当社取締役経営企画室長
2002 年６月 当社常務取締役経営企画室長
2008 年１月 当社常務取締役営業本部長
2010 年７月 当社代表取締役社長（現任）
2014 年９月 株式会社うさぎもち取締役（現任）
2021 年５月 全国餅工業協同組合理事長（現任）
2022 年５月 全国包装米飯協会会長（現任）
重要な兼職の状況
住吉食品有限会社取締役
株式会社うさぎもち取締役
全国餅工業協同組合理事長
全国包装米飯協会会長

取締役候補者とした理由
当社及び当社グループの取締役として経営に関する豊富な経験と見識を有し、取締役就任以来、強
いリーダーシップで当社グループの経営を牽引しており、取締役としての職務を適切に遂行できる
と判断し、引き続き取締役としての選任をお願いするものです。

候補者
番 号

2
よ り た た け ゆ き

頼 田 武 幸
再 任

（1961年９月24日生）
所有する当社の株式数
8,865株
取締役会への出席状況
15回/15回（100％）

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1984 年４月 当社入社
2006 年３月 当社営業本部広域流通部長
2010 年３月 当社執行役員営業本部副本部長兼広域流通部長
2013 年３月 当社執行役員営業本部副本部長
2015 年４月 当社執行役員営業本部長
2015 年７月 当社取締役営業本部長
2020 年７月 当社常務取締役営業本部長
2024 年 7 月 当社専務取締役営業本部長
2026 年４月 当社専務取締役営業管掌（現任）
重要な兼職の状況
特になし

取締役候補者とした理由
当社の営業部門の責任者としての豊富な経験と見識を有し、営業管掌として営業戦略の立案・推進
においてリーダーシップを発揮しており、取締役としての職務を適切に遂行できると判断し、引き
続き取締役としての選任をお願いするものです。
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候補者
番 号

3
か と う ひとし

加 藤 仁
再 任

（1967年３月15日生）
所有する当社の株式数
7,087株
取締役会への出席状況
15回/15回（100％）

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1995 年11月 当社入社
1998 年７月 当社監査役
1999 年７月 当社取締役関連事業部長兼原材料部長
2002 年８月 住吉食品有限会社取締役（現任）
2009 年５月 当社取締役原材料部長
2014 年９月 株式会社うさぎもち代表取締役社長（現任）
2014 年９月 当社取締役
2017 年７月 当社常務取締役（現任）
重要な兼職の状況
住吉食品有限会社取締役
株式会社うさぎもち代表取締役社長

取締役候補者とした理由
当社及び当社グループの取締役として経営に関する豊富な経験と見識を有し、株式会社うさぎもち
においては代表取締役社長就任以来、業務全般を統括しリーダーシップを発揮しており、取締役と
しての職務を適切に遂行できると判断し、引き続き取締役としての選任をお願いするものです。

候補者
番 号

4
さ と う こ う い ち

佐 藤 浩 一
再 任

（1971年８月31日生）
所有する当社の株式数
6,864株
取締役会への出席状況
15回/15回（100％）

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
2009 年５月 当社入社 経営企画部長
2009 年５月 住吉食品有限会社取締役（現任）
2010 年７月 当社取締役経営企画部長
2015 年４月 当社取締役経営企画本部副本部長兼経営企画部長
2017 年７月 当社常務取締役経営企画本部長兼経営企画部長
2018 年４月 当社常務取締役経営企画本部長
2020 年４月 当社常務取締役コーポレート担当経営企画本部長
2021 年４月 当社常務取締役コーポレート担当兼管理本部長
2023 年４月 当社常務取締役コーポレート担当兼生産本部長（現任）
重要な兼職の状況
住吉食品有限会社取締役

取締役候補者とした理由
当社のコーポレート担当としてグループの経営体制の強化を牽引するとともに、生産部門の責任者
としての豊富な経験と見識を有し、生産本部長として生産戦略の立案・推進においてリーダーシッ
プを発揮しており、取締役としての職務を適切に遂行できると判断し、引き続き取締役としての選
任をお願いするものです。
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候補者
番 号

5
あ か つ か しょう い ち

赤 塚 昌 一
再 任

（1962年８月18日生）
所有する当社の株式数
6,555株
取締役会への出席状況
15回/15回（100％）

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1985 年４月 当社入社
2007 年３月 当社生産本部開発部長
2010 年３月 当社執行役員生産本部副本部長兼開発部長
2014 年９月 当社執行役員生産本部長兼開発部長
2015 年４月 当社執行役員生産本部長
2015 年７月 当社取締役生産本部長
2019 年４月 当社取締役生産本部長兼開発部長
2020 年４月 当社取締役生産本部長
2022 年４月 当社取締役生産本部長兼品質保証部長
2023 年 4 月 当社取締役品質保証・商品開発本部長兼品質保証

部長兼商品開発部長
2025 年 4 月 当社取締役品質保証・商品開発本部長兼商品開発

部長
2025 年６月 当社取締役品質保証・商品開発本部長兼品質保証

部長兼商品開発部長
2026 年４月 当社取締役品質保証・商品開発本部長兼商品開発

部長（現任）
重要な兼職の状況
特になし

取締役候補者とした理由
当社の品質保証及び商品開発部門の責任者としての豊富な経験と見識を有し、品質保証・商品開発
本部長として商品の信頼性・開発においてリーダーシップを発揮しており、取締役としての職務を
適切に遂行できると判断し、引き続き取締役としての選任をお願いするものです。
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候補者
番 号

6
わ た な べ き ょ う こ

渡 邊 今日子
再 任

（1967年８月12日生）
所有する当社の株式数
4,045株
取締役会への出席状況
15回/15回（100％）

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1990 年４月 当社入社
2015 年４月 当社生産本部品質保証部長
2018 年４月 当社経営企画本部副本部長兼経営企画部長兼関連

事業部長
2019 年３月 当社執行役員経営企画本部副本部長兼経営企画部

長
2020 年４月 当社執行役員経営企画本部副本部長
2020 年７月 当社取締役経営企画本部副本部長
2021 年４月 当社取締役経営企画本部長（現任）
重要な兼職の状況
特になし

取締役候補者とした理由
当社の経営企画部門の責任者としての豊富な経験と見識を有し、経営企画本部長として経営戦略の
立案・推進においてリーダーシップを発揮しており、取締役としての職務を適切に遂行できると判
断し、引き続き取締役としての選任をお願いするものです。
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候補者
番 号

7
さ とう だ い ゆう

佐 藤 大 裕
再 任

（1992年６月30日生）
所有する当社の株式数
27,143株
取締役会への出席状況
15回/15回（100％）

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
2020 年３月 当社入社
2021 年４月 当社経営企画本部副本部長
2022 年３月 当社執行役員経営企画本部副本部長
2022 年４月 当社執行役員経営企画本部副本部長兼マーケティ

ング部長兼システム部長
2022 年７月 当社取締役経営企画本部副本部長兼マーケティン

グ部長兼システム部長
2023 年４月 当社取締役コーポレート担当兼経営企画本部副本

部長兼マーケティング部長兼システム部長
2024 年４月 当社取締役コーポレート担当兼経営企画本部副本

部長兼マーケティング部長兼システム企画担当
2024 年９月 当社取締役コーポレート担当兼経営企画本部副本

部長兼経営企画部長兼マーケティング部長兼シス
テム企画担当

2026 年４月 当社取締役コーポレート担当兼経営企画本部副本
部長兼ブランディング戦略部長兼システム企画担
当（現任）

重要な兼職の状況
特になし

取締役候補者とした理由
当社のコーポレート担当としてグループの経営体制の強化を牽引するとともに、経営企画部門の責
任者として見識を有し、経営戦略の立案・推進においてリーダーシップを発揮しており、取締役と
しての職務を適切に遂行できると判断し、引き続き取締役としての選任をお願いするものです。
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候補者
番 号

8
さい とう た か ゆき

齋 藤 貴 介
再 任 社 外 独 立

（1974年11月12日生）
所有する当社の株式数
0株
取締役会への出席状況
15回/15回（100％）

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
2003 年３月 弁護士登録
2009 年１月 北辰法律事務所開所
2012 年４月 弁護士法人北辰法律事務所設立

代表社員（現任）
2022 年４月 新潟県弁護士会会長
2022 年７月 当社取締役（現任）
重要な兼職の状況
弁護士法人北辰法律事務所代表社員

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
弁護士として携わってきた企業法務に関する高度な専門知識と幅広い見識を有しており、独立した
客観的な立場からご意見をいただくことにより当社のコンプライアンス確保及びコーポレート・ガ
バナンスに貢献いただけることを期待し、引き続き社外取締役として選任をお願いするものです。
また同氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、上記理由により社外取締役としての
職務を適切に遂行できるものと判断いたしました。
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候補者
番 号

9
あさ つま まこと

浅 妻 信
再 任 社 外 独 立

（1968年9月13日生）
所有する当社の株式数
0株
取締役会への出席状況
15回/15回（100％）

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1996 年 9 月 浅妻不動産鑑定株式会社入社
2011 年４月 不動産鑑定士登録

浅妻不動産鑑定株式会社代表取締役（現任）
2024 年 7 月 当社取締役（現任)
2025 年 5 月 新潟県不動産鑑定士協会会長（現任）
重要な兼職の状況
浅妻不動産鑑定株式会社代表取締役
新潟県不動産鑑定士協会会長

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
不動産鑑定士として高度な知識と豊富な経験を有しており、当社グループと異なる事業分野から独
立した客観的な立場からご意見をいただくことにより当社の経営の多様性が高まり、コーポレー
ト・ガバナンスに貢献いただけることを期待し、引き続き社外取締役として選任をお願いするもの
です。

（注）1. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 齋藤貴介氏及び浅妻信氏は社外取締役候補者であります。なお、齋藤貴介氏及び浅妻信氏は東京証券取引所が定める

独立役員として届け出ており、両氏が原案どおり選任された場合、引き続き独立役員となる予定です。
3. 齋藤貴介氏の当社社外取締役在任期間は本総会終結の時をもって４年となります。また、浅妻信氏の当社社外取締役

在任期間は本総会終結の時をもって２年となります。
4. 当社は齋藤貴介氏及び浅妻信氏との間で当社定款及び会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の

損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める額とな
ります。なお、齋藤貴介氏及び浅妻信氏の再任が承認された場合には、当該契約を継続する予定であります。

5. 当社は、当社及び子会社の取締役、監査役及び執行役員を被保険者とする会社法第430条の３第１項に規定する役員
等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、その保険料は全額当社が負担しております。当該保険契約の
内容の概要は、被保険者が業務に起因して損害賠償請求がなされたことにより被保険者が負担することとなる損害賠
償金及び争訟費用等の損害を当該保険契約により補填するものであります。なお、各取締役候補者が選任され就任し
た場合は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内
容で更新を予定しております。
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《ご参考》
取締役・監査役のスキルマトリックス（知識・専門性・経験）
第２号議案が原案どおり承認可決された場合における取締役及び監査役のスキルマトリッ

クスは、次のとおりとなります。

氏 名 地 位 企業経営
製造
技術

研究開発

営業
マーケテ
ィング

財務
ファイナ
ンス

ＩＴ
デジタル

人事
労務

人材開発

法務
リスクマ
ネジメン

ト

ＥＳＧ
サステナ
ビリティ

取
締
役

佐藤 元 代表取締役 ● ● ● ●

頼田 武幸 専務取締役 ● ●
加藤 仁 常務取締役 ● ●
佐藤 浩一 常務取締役 ● ● ● ● ●

赤塚 昌一 取締役 ● ●

渡辺今日子 取締役 ● ● ●

佐藤 大裕 取締役 ● ●

齋藤 貴介 社外取締役 ● ●

浅妻 信 社外取締役 ● ●

監
査
役

伊藤 正紀 監査役 ● ●

近藤 充 監査役 ● ●

古俣 敏隆 社外監査役 ● ●

出口 和浩 社外監査役 ●
（注）チェックされている項目は、各取締役及び監査役の全ての知識・専門性・経験を表すものではありませ

ん。
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第３号議案 補欠監査役１名選任の件
現在の当社の監査役は、社外監査役を含めて４名となっておりますので、法令に定める監査役

の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
補欠監査役候補者は次のとおりであります。
ひ やま ただ のり

樋 山 忠 則
社 外 独 立

（1958年９月14日生）
所有する当社の株式数
0株

略歴、地位及び重要な兼職の状況
1977 年４月 関東信越国税局入局
2013 年７月 三条税務署長
2019 年９月 税理士事務所開業（現任）
重要な兼職の状況
特になし

補欠の社外監査役候補者とした理由
長年税務に携わってきた経験により培われた高度かつ豊富な知識と幅広い識見に基づいた公正不偏的観点か
らの監査が期待できると判断し、補欠の社外監査役として選任をお願いするものであります。
また同氏は、直接経営に関与された経験はありませんが、上記理由により社外監査役としての職務を適切に
遂行できるものと判断いたしました。

（注）1. 候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 樋山忠則氏は補欠の社外監査役候補者であります。また、同氏は東京証券取引所が定める独立役員の要

件を満たしております。
3. 樋山忠則氏が監査役に就任された場合、当社は同氏との間で当社定款及び会社法第427条第１項の規定

に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約に
基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める額となります。

4. 当社は、当社及び子会社の取締役、監査役及び執行役員を被保険者とする会社法第430条の３第１項に
規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、その保険料は全額当社が負担して
おります。当該保険契約の内容の概要は、被保険者が業務に起因して損害賠償請求がなされたことによ
り被保険者は負担することとなる損害賠償金及び争訟費用等の損害を当該保険契約により補填するもの
であります。なお、樋山忠則氏が監査役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者に含めら
れることとなります。

以 上
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1 企業集団の現況に関する事項
（1）事業の経過及びその成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、米国の通商政策の動向が景気を下押しする一
方、雇用・所得環境の改善等が下支えとなり緩やかに回復しました。しかしながら、年度
末にかけて、緊迫化する中東情勢の影響によりエネルギー価格等が上昇するなど、先行き
不透明な状況が続いております。
食品業界においても、物価上昇等の影響を受け、消費者の節約・低価格志向が継続する

ことが予想され、依然として厳しい経営環境が続くものと推測されます。
しかしながら、消費者のライフスタイルの変容に伴う時短・簡便といったニーズの高ま

りとコメ価格の高騰を背景に、パックごはんや包装餅といった即食性のある商品の利用機
会が拡大するなど、これまでになくコメ製品に対する世間の関心も高まる中、当社は従来
通り日本の食文化を大切にし、良質のコメを原料に最新の技術を駆使した独自の製法にこ
だわりつつ、包装米飯及び包装餅製品の生産・安定供給・適正価格での販売に努めること
を基本に、安全・安心に重点をおいた事業活動を推進してまいりました。生産面において
は、おいしさの追求はもちろんのこと、無菌化包装技術を駆使した利便性の高い製品群の
生産と消費者の消費動向を捉え、かつ、拡大する商品需要にも対応しうる生産体制の整備
を進めてまいりました。また、時代とともに変化する消費者ニーズにお応えすべく、「プ
チ贅沢」「健康・機能性」「タイムパフォーマンス（タイパ）志向」などに対応した商品ラ
インナップを拡充し、商品ブランドのさらなる価値向上に努めながら、継続する原材料費
及び物流費の高騰といった事業環境の変化を鑑み、当社は適正な利益確保ならびに製品の
安定供給を目的とし、商品価格の改定を適時実施しました。
マーケティング面において当社は、「米食回帰・健康維持・多様化をキーワードとした

新たな食の創造」を念頭に、全社一体となった営業活動に取り組むことで持続的な成長の
実現を図ってまいりました。具体的には、当社はテレビCMの全国放映や有名アニメキャ
ラクターとのコラボレーション商品の展開など、積極的に広告宣伝及び販売促進活動を実
施することで喫食機会の拡大及び商品ブランドの認知度向上に努めてまいりました。
以上の結果、当連結会計年度の売上高は、包装米飯及び包装餅製品ともに主力製品を中

心に販売が堅調に推移したほか、もち米や餅粉の価格高騰を背景に、比較的価格が安定し
ている包装餅へ消費者の需要がシフトし、包装餅製品の販売が計画を上回る水準で推移し
たことにより、517億75百万円（前年同期比11.4％増）となりました。
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利益面につきましては、各種原材料費・物流費の価格高騰の影響を増収効果で吸収した
ことに加え、減価償却の進行にともない償却費負担が減少した結果、営業利益は33億36
百万円（前年同期比23.7％増）、経常利益は35億89百万円（前年同期比21.9％増）とな
りました。また、第１四半期連結会計期間において、政策的に保有していた三菱食品株式
について、株式公開買付け(TOB)に応じて売却したことによる特別利益５億46百万円が
発生いたしました。この一時的要因に加え、税額控除制度の活用による税負担の軽減効果
が、連結業績の押し上げに寄与した結果、親会社株主に帰属する当期純利益は28億円
（前年同期比43.7％増）となりました。なお、次期以降の税負担につきましては、税制改
正の動向や各制度の適用可否によって変動する可能性があるため、現時点では未定であり
ます。
また、昨今の原料米の急激な高騰及び資材費・人件費・物流費の上昇を自社の企業努力

だけで吸収し続けることは極めて困難であるとの判断により、包装米飯及び包装餅製品は
2025年10月１日出荷分より商品価格の改定を実施いたしました。さらに、令和７年産米
の調達価格は、概算金の高騰や作付転換による生産量減少に伴い、昨年10月の価格改定
で見込んだ以上の高値で推移しており、自助努力だけでは現行価格の維持が難しい状況で
す。このような背景から、包装米飯及び包装餅製品ともに、2026年３月２日出荷分より、
再度商品価格を改定しております。加えて、鏡餅製品につきましても、2026年８月３日
出荷分より、商品価格の改定を予定しております。なお、『サトウの鏡餅』は、化粧箱シ
リーズの商品にて箱サイズの縮小(減容化)を実施し、輸送時の CO2 排出量削減を図るな
ど、環境に配慮した商品仕様でのリニューアル発売を予定しております。
他方で、当社は、食品ロスの削減などの環境問題に対する社会的な問題意識の高まりを

考慮し、年末に需要が集中する鏡餅につきましては、引き続き受注締日をこれまでよりも
早期に設定し、過剰生産や製造現場における人材不足の解消に取り組んでおります。
当社は、今後もコメ消費基盤の一端を担う食品製造会社として、包装米飯・包装餅製品

の持続可能な生産・供給体制の構築に向けて、最適な原材料の調達、人材の確保及び設備
投資に関する計画を立案・実践し、豊かな消費社会の実現のため貢献してまいります。

製品分類別の販売動向
当社グループは、食品事業の単一セグメントであるため、セグメントごとの記載を省略

しておりますが、製品分類別における販売の動向は以下のとおりであります。
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(包装米飯製品)
近年の少子高齢化を背景とした消費者のライフスタイルの変容に伴い「タイパ志向」が

高まったことで、家庭での炊飯機会は減少し、ご飯は「家庭で炊くもの」から「買うも
の」へと変化しております。電子レンジ調理などの簡便、時短調理等、家庭内での調理ニ
ーズが多様化する中で、包装米飯製品は、家庭内での日常の需要が拡大し、ストック及び
レンジ調理が可能なパックごはん市場は堅調に推移しております。
これらの消費動向の変化を背景に、まとめ買いニーズへの対応や「食物繊維で始めるお

いしい新健康生活」の提案など様々な販売促進活動により、包装米飯製品の「家庭のご飯
に代わる」日常食化に引き続き取り組んでまいりました。また、人気お笑いコンビ「オー
ドリー」を起用し、「おいしさの理由である “厚釜炊き製法”」を紹介するテレビCM
『「おいしさは炊き方で決まる」篇』を全国放映しました。

さらに、「サトウのごはん」シリーズの新商品として「サトウのごはん新定番」を2026
年２月23日より販売を開始し、2026年４月８日より人気アイドルグループ「timelesz」
の佐藤勝利さんを起用したテレビCM『「サトウの新定番ばんばん新登場」篇』を全国で
放映しました。本商品は、当社がこれまでのパックごはん製造で培ったノウハウを最大限
に活かして開発した商品であり、「毎日の主食として迷わず選べるサトウのベストブレン
ド」を提供する新商品となっております。今後消費者のニーズが、従来の “銘柄志向” か
ら、安定したおいしさを重視する “安定価値志向” へと移り変わっていくことが予想され
る中で、当社独自の「厚釜炊き製法」だからこそできる、お米の銘柄にこだわらない “パ
ックごはんとしてのおいしさ” を追求した「サトウのごはん」の新しい定番商品として、
また供給の安定化とブランドの中長期の成長を支える戦略商品として積極的に販売を進め
てまいります。
これらの取り組みとともに、1988年の発売当初より「炊きたてのおいしさ」を目指し

てきた「サトウのごはん」がパックごはん市場で確固たるブランドを確立し、より多くの
食卓に受け入れられたこと、さらに、パックごはんが備蓄食だけではなく日常食というポ
ジションに変位してきていることから、売上高が堅調に推移しました。その結果、包装米
飯製品の売上高は328億71百万円（前年同期比12.3％増）となり、前年を上回りました。
なお、当社は、約80億円を投じて聖籠ファクトリー（新潟県北蒲原郡聖籠町）の敷地内

に新たな工場（「サトウのごはん聖籠ファクトリー第二工場」）を建設しております。
新工場は2026年12月より稼働を開始する予定であり、稼働開始後は聖籠ファクトリー

全体で日産約60万食のパックごはんを生産することが可能となります。この新工場建設
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により、商品を市場に安定供給できる体制を構築するとともに、販売体制のさらなる強化
を目指し、拡大するパックごはん需要に積極的に対応してまいります。

(包装餅製品)
年末に需要が集中する鏡餅を中心に包装餅製品は国内における消費の需要に季節性があ

り、内食需要の減退により包装餅市場全体は縮小傾向を見せ始める中、当社は包装餅製品
のトップブランドとして、様々な餅の食し方提案による通年需要の喚起に積極的に取り組
んでまいりました。
切り餅については、従来の３つのライン（「プレミアムライン」、「レギュラーライン」、

「トライアルライン」）に加え、新たに「プライムライン」を導入しております。プライム
ラインは、消費者の日常生活や行動範囲内で手軽に購入できる、いわゆる"プチ贅沢"需要
に対応することを目的としており、これにより４つのセグメントからなる商品ラインナッ
プを全国展開してまいりました。
女優の芦田愛菜さんを起用した「サトウの切り餅」を紹介するテレビCM『「もちもちも

ちろん」篇』では、長年愛されてきた実績と品質への自信を、「もちもち もちろん サト
ウの切り餅」という一度聴いたら忘れられないフレーズに凝縮し、「お餅といえば、やっ
ぱりサトウの切り餅」という信頼感を「キャッチ―な楽しさ」をテーマに紹介しておりま
す。また、テレビCM『「ちょうどいい！」篇』では、芦田愛菜さんが「サトウの切り餅
シングルパックミニ」の"ちょうどいい"サイズという特徴を紹介しております。さらに、
発売11周年を迎える「サトウの切り餅いっぽん」では、そのスティック形状を活かした
多様な食べ方を提案するウェブCMを放映するとともに、商品パッケージのリニューアル
を行い、商品の用途拡大を図ってまいりました。また、従来のマスメディア広告に加え、
人気動画クリエイターとのタイアップによる動画配信にも積極的に取り組み、若年層を含
む幅広い消費者層への訴求を強化しております。
特に「サトウの切り餅いっぽん」、「サトウの切り餅シングルパックミニ」、「うさぎもち

の焼いて食べるあんこ餅」を中心としたバラエティ商品群の売上は今後も好調な推移が予
想されることから、さらなる売上拡大を目指し、テレビCMや動画配信、キャラクターコ
ラボ、メーカーコラボ等のプロモーションを効果的かつ積極的に展開してまいります。
鏡餅については、干支マスコットを中心とした商品デザインのリニューアルや最需要期

に向けたテレビCMの放映を通じて、販売促進を図ってまいりました。また、フードロス
の削減や物流輸送の効率化、環境への配慮等、持続可能な循環型社会の実現に向けた商品
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デザインを引き続き採用しております。さらに、ダウンサイジング化が進む市場動向を踏
まえて、「どこでも簡単に飾れる手頃なサイズの鏡餅」をコンセプトとした化粧箱入りの
「サッと鏡餅」及び置き場所を選ばない「小飾り」タイプの品揃えを拡充するとともに、
取扱店の拡大に向けて、商品を陳列する際に開封作業を軽減する「簡単！楽ちん段ボー
ル」を採用し、流通各社への提案を進めてまいりました。このような取り組みのほか、コ
メ価格高騰による代替需要品として包装餅の需要が高まり、好調な売れ行きを見せた結
果、包装餅製品の売上高は188億82百万円（前年同期比9.9％増）となり、前年同期を上
回りました。

連結売上高 営業利益 経常利益 親会社株主に帰属する
当期純利益

517億75百万円
前年同期比
11.4％増

33億36百万円
前年同期比
23.7％増

35億89百万円
前年同期比
21.9％増

28億 円
前年同期比
43.7％増

（2）設備投資等の状況
当連結会計年度における設備投資の総額は70億74百万円であります。なお、その主な内容は、

包装餅製造設備及び包装米飯製造設備の新設・更新・改修等によるものとなっております。
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（3）資金調達の状況
当連結会計年度において、運転資金として長期借入83億円を調達いたしました。

（4）財産及び損益の状況
❶ 企業集団の状況

区 分 第63期
（2023年４月）

第64期
（2024年４月）

第65期
（2025年４月）

第66期
（当連結会計年度）
（2026年４月）

売 上 高 （百万円） 39,666 42,581 46,479 51,775

経 常 利 益 （百万円） 2,599 3,009 2,944 3,589

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 （百万円） 1,841 2,295 1,949 2,800

１株当たり当期純利益 （円） 365.14 455.21 386.52 555.30

総 資 産 （百万円） 39,271 43,737 48,839 57,951

純 資 産 （百万円） 18,260 20,586 22,475 24,860

❷ 当社の状況

区 分 第63期
（2023年４月）

第64期
（2024年４月）

第65期
（2025年４月）

第66期
（当事業年度）
（2026年４月）

売 上 高 （百万円） 34,507 36,999 40,445 45,029

経 常 利 益 （百万円） 2,447 2,731 2,715 3,102

当 期 純 利 益 （百万円） 1,718 2,112 1,808 2,462

１株当たり当期純利益 （円） 340.67 418.84 358.51 488.22

総 資 産 （百万円） 37,294 40,961 45,895 53,958

純 資 産 （百万円） 17,764 19,906 21,472 23,571
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（5）対処すべき課題
事業概況
当社グループが日本で初めて開発した無菌包装米飯（パックごはん）は、その味と利便

性が高く評価されています。近年では災害時の非常食としての優秀性も認められ、供給機
会の拡大とコアユーザーの着実な獲得により、売上向上に寄与しております。
国内のコメ消費量が年々減少する中においても、パックごはん市場は成長を続けてお

り、今後も一層の拡大が予想されます。

今後の取り組み方針
当社グループは、事業環境の変化に対応しつつ収益力を強化することを目的として、以

下のブランドを柱とした事業展開を推進します。
・パックごはん市場で確固たるブランドを確立した「サトウのごはん」
・包装餅におけるトップブランド「サトウの切り餅」
・パイオニアブランド「うさぎもち」
これらのブランドにおいて、おいしさと利便性を追求した商品の高付加価値化、品質・

味・生産量向上のための成長投資に取り組みます。継続的な情報発信により需要創造を図
り、さらなる企業成長と社会貢献を目指します。

包装米飯事業の展開
今後もパックごはんの安定供給を持続していく為、聖籠ファクトリー同敷地内に第二工

場の建設を進めておりましたが、2026年４月に建屋が完成し、本格稼働に向けて製造設
備の搬入及び据付工事を順次進めております。同工場は2026年12月の生産開始を予定し
ており、さらなる生産能力向上と生産効率化によるコスト適正化を図ることで、収益力強
化に努めてまいります。さらに、「サトウのごはん」シリーズの新商品として「サトウの
ごはん新定番」を2026年２月23日より販売を開始しました。本商品は、当社がこれまで
のパックごはん製造で培ったノウハウを最大限に活かして開発した商品であり、当社独自
の「厚釜炊き製法」だからこそできる、「毎日の主食として迷わず選べるサトウのベスト
ブレンド」を提供する新商品となっております。お米の銘柄にこだわらない “パックごは
んとしてのおいしさ” を追求した「サトウのごはん」の新しい定番商品として、また供給
の安定化とブランドの中長期の成長を支える戦略商品として積極的に販売を進めてまいり
ます。

包装餅事業の展開
通年需要の喚起と喫食機会の拡大を目的として、テレビCMや動画配信、メーカーコラ

ボ等のプロモーションを効果的かつ積極的に展開してまいります。
サトウ食品では、「切り餅いっぽん」や「シングルパックミニ」といったバラエティ商
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品は、重点的に販売拡大を推進し、販売構成比は大きく伸長しております。今後も、通年
需要の喚起と喫食機会を増やしていく仕掛けとして、バラエティ商品の季節を問わないレ
シピ提案を継続し、販売拡大に取り組んでまいります。
うさぎもちでは、お客様の購買動向の変化により、1 袋あたり 600g や 800g 入りと

いった中間容量帯の商品への需要が高まっております。こうした状況を踏まえ、2026年
６月１日より、新たな中間容量商品として 700g タイプを発売しました。今後も、お客
様のニーズに寄り添った商品展開を進めてまいります。
年末に需要が集中する鏡餅については、社会的なSDGsへの関心の高まりを受け、環境

に配慮した商品パッケージを継続展開しております。また、受注締日の早期設定により、
過剰生産や製造現場の人材不足課題を解消し、環境配慮・フードロス削減・資材廃棄削減
に加え、輸送効率や店頭での陳列効率の向上という業界全体の課題解決に取り組みます。
これらの取り組みを通じて鏡餅の伝統文化継承を持続的に展開できるよう努めてまいりま
す。
市場環境への対応
全国的なコメの価格高騰や品薄状態が社会問題化する中、包装米飯・包装餅の商品価値

が見直され、その必要性はより高まることが予想されます。
当社グループは、コメ消費基盤の一端を担う食品製造会社として、包装米飯・包装餅製

品の持続可能な生産・供給体制構築に向けて、最適な原材料調達、人材確保及び設備投資
に関する計画を立案・実践し、豊かな消費社会の実現に貢献します。

業績予想について
不安定な国際情勢による地政学リスクの影響、エネルギー価格の高止まり、人件費や物

流費の上昇、金融情勢の変化や原材料価格等の高騰など、先行き不透明な状況を鑑み、
2027年4月期の業績予想については未定とさせていただきます。
今後、業績予想の合理的な算定が可能となった段階で、速やかに公表いたします。
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（6）主要な事業内容（2026年４月30日現在）

サトウ食品㈱
（当社）

…包装米飯、包装餅等の製造販売を主な事業としております。
なお、主要品目は次のとおりであります。

種 類 主 要 品 目
包 装 米 飯 サトウのごはん（新潟県産コシヒカリ他）
包 装 餅 サトウの切り餅パリッとスリット、丸餅シングルパック、サトウの鏡餅他
そ の 他 サトウの白玉粉他

㈱うさぎもち …包装餅等の製造販売を主な事業としております。
（連結子会社） なお、主要品目は次のとおりであります。

種 類 主 要 品 目
包 装 餅 うさぎ切り餅一切れパック、うさぎ一切れパック丸もち、お鏡餅他
そ の 他 うさぎ白玉粉他

（7）主要な事業所の状況（2026年４月30日現在）

当社の主要な事業所
本 社： 新潟県新潟市東区宝町13番５号
工 場： 新発田工場（新潟県新発田市）、北海道工場（北海道岩見沢市）、佐賀工場（佐賀

県杵島郡）、東港工場（新潟県北蒲原郡）、聖籠ファクトリー（新潟県北蒲原郡）
支 店： 東京第一・第二支店（東京都大田区）、大阪支店（大阪府吹田市）、名古屋支店

（愛知県名古屋市）、九州支店（福岡県福岡市）
営 業 所： 北海道営業所（北海道札幌市）、東北営業所（宮城県仙台市）、信越営業所（新潟

県新潟市）、中四国営業所（広島県広島市）
駐 在 所： 沖縄駐在所（沖縄県那覇市）
そ の 他： 東港配送センター（新潟県北蒲原郡）

子会社の主要な事業所
本社工場：新潟県燕市吉田東栄町14番33号
支 店：東京支店（東京都豊島区）、大阪支店（大阪府吹田市）
営 業 所：札幌営業所（北海道札幌市）、新潟営業所（新潟県燕市）、名古屋営業所（愛知県

名古屋市）、福岡営業所（福岡県福岡市）
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（8）従業員の状況（2026年４月30日現在）

事業部門の名称 従業員数（名）

販 売 部 門 77 （４）
製 造 部 門 554 （345）
管 理 部 門 及 び 研 究 開 発 部 門 86 （7）
合 計 717 （356）

（注）1. 従業員数は就業人員であります。また、従業員数の（外書）は、契約社員の年間平均雇用人数でありま
す。

2. 契約社員には、季節工、パートタイマー及び再雇用契約の従業員を含み、派遣社員を除いております。
3. 当社グループは、単一セグメントであるため、事業部門別の従業員数を記載しております。
4. 当社の従業員の状況は次のとおりであります（社外への出向者を除く）。

従業員数 前期末比増減 平均年齢 平均勤続年数
586名（293名） 54名（△18名） 40.4歳 13.0年

（9）重要な子会社の状況（2026年４月30日現在）

会 社 名 資 本 金 出資比率 主要な事業内容

株式会社うさぎもち 50百万円 100.0％ 包装餅の製造販売

当社グループは、当社及び子会社１社により構成されております。
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（10）主要な借入先及び借入額 （2026年４月30日現在）

借 入 先 借 入 残 高

株 式 会 社 第 四 北 越 銀 行 5,297百万円
シ ン ジ ケ ー ト ロ ー ン （注） 4,833百万円
株 式 会 社 日 本 政 策 投 資 銀 行 2,493百万円
新 潟 県 信 用 農 業 協 同 組 合 連 合 会 1,949百万円
株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 1,487百万円
株 式 会 社 東 邦 銀 行 1,316百万円
株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 1,296百万円
株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 1,245百万円
株 式 会 社 り そ な 銀 行 499百万円
農 林 中 央 金 庫 20百万円

(注) シンジケートローンは株式会社第四北越銀行を主幹事とする４金融機関からの協調融資に
よるものであります。

（11）その他企業集団の現況に関する重要な事項
該当事項はありません。
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2 会社の株式に関する事項（2026年４月30日現在）

（1）発行可能株式総数 16,300,000株

（2）発行済株式の総数 5,043,611株（自己株式31,889株を除く)

（3）当事業年度末の株主数 2,342名

（4）大株主
株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

株 ％
住 吉 食 品 有 限 会 社 1,797,012 35.6
全 国 農 業 協 同 組 合 連 合 会 250,000 4.9
東洋製罐グループホールディングス株式会社 246,360 4.8
株 式 会 社 榎 本 武 平 商 店 236,250 4.6
サ ト ウ 食 品 取 引 先 持 株 会 231,285 4.5
株 式 会 社 第 四 北 越 銀 行 189,900 3.7
一 正 蒲 鉾 株 式 会 社 165,900 3.2
サ ト ウ 食 品 社 員 持 株 会 140,487 2.7
株 式 会 社 藤 井 商 店 64,050 1.2
藤 屋 段 ボ ー ル 株 式 会 社 39,900 0.7

（注）1. 上位10名の株主を記載しております。
2. 持株比率は、自己株式31,889株を控除して計算しております。
3. 持株比率は、小数点第２位を切り捨てて表示しております。
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3 当社の会社役員に関する事項
（1）取締役及び監査役（2026年４月30日現在）

地 位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況

代表取締役社長 佐 藤 元
住吉食品㈲取締役、㈱うさぎもち取締役
全国餅工業協同組合理事長
全国包装米飯協会会長

専 務 取 締 役 頼 田 武 幸 営業管掌

常 務 取 締 役 加 藤 仁 住吉食品㈲取締役
㈱うさぎもち代表取締役社長

常 務 取 締 役 佐 藤 浩 一 住吉食品㈲取締役
コーポレート担当兼生産本部長

取 締 役 赤 塚 昌 一 品質保証・商品開発本部長
兼商品開発部長

取 締 役 渡 辺 今日子 経営企画本部長
取 締 役 佐 藤 大 裕 コーポレート担当兼経営企画本部副本部長

兼ブランディング戦略部長兼システム企画担当
取 締 役 齋 藤 貴 介 弁護士法人北辰法律事務所代表社員

取 締 役 浅 妻 信 浅妻不動産鑑定㈱代表取締役
新潟県不動産鑑定士協会会長

監査役（常勤） 伊 藤 正 紀 住吉食品㈲取締役、㈱うさぎもち監査役
監 査 役 近 藤 充
監 査 役 古 俣 敏 隆 税理士
監 査 役 出 口 和 浩

（注）1. 取締役のうち齋藤貴介氏及び浅妻信氏は、社外取締役であります。なお、両氏は東京証券取引所の定め
に基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

2. 監査役のうち古俣敏隆氏及び出口和浩氏は、社外監査役であります。なお、両氏は東京証券取引所の定
めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

3. 取締役齋藤貴介氏は、弁護士であり企業法務に関する専門的知識を有するものであります。
4. 取締役浅妻信氏は、不動産鑑定士として高度な知識と豊富な経験を有するものであります。
5. 監査役古俣敏隆氏は、税理士であり財務及び会計に関する専門的知見を有するものであります。
6. 監査役出口和浩氏は、会社経営者としての豊富な知識と経験を有するものであります。
7. 当事業年度中における取締役の地位及び担当の異動は、次のとおりであります。
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氏 名 異 動 後 異 動 前 異動年月日

頼 田 武 幸 専務取締役営業管掌 専務取締役営業本部長 2026年４月１日

赤 塚 昌 一 取締役品質保証・商品開発
本部長兼商品開発部長

取締役品質保証・商品開
発本部長兼品質保証部長
兼商品開発部長

2026年４月１日

佐 藤 大 裕
取締役コーポレート担当兼
経営企画本部副本部長兼ブ
ランディング戦略部長兼シ
ステム企画担当

取締役コーポレート担当
兼経営企画本部副本部長
兼経営企画部長兼マーケ
ティング部長兼システム
企画担当

2026年４月１日

8. 当社は執行役員制度を導入しており、2026年４月30日現在における執行役員は次のとおりでありま
す。

地 位 氏 名 担 当
執 行 役 員 星 尾 章 雄 営業本部長
執 行 役 員 福 所 日 出 文 生産本部副本部長兼新発田工場長兼佐賀工場長

執 行 役 員 田 辺 純 内部統制監査室長

執 行 役 員 五 十 嵐 良 昌 コーポレート担当グループ統括部長

執 行 役 員 清 野 二 郎 コーポレート担当兼生産本部副本部長
兼生産管理部長兼ロジスティック部長

(2) 責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役齋藤貴介氏及び浅妻信氏、社外監査役古俣敏隆氏及び出口和浩氏は、会社法

第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結して
おります。
当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、同法第425条第１項に定める最低責任限度額として

おります。
(3) 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、当社及び子会社の取締役、監査役及び執行役員を被保険者とする、会社法第430条の

3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、保険料は全額当
社が負担しております。
当該保険契約の内容の概要は、被保険者が業務に起因して損害賠償請求がなされたことにより

被保険者が負担することとなる損害賠償金及び争訟費用等の損害を補填するものであります。
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(4) 取締役及び監査役の報酬等
①取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項

当社は、2021年２月９日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係
る決定方針（以下、決定方針という）を決議しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の

決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していること
を確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は、以下のとおりです。

（基本方針）
当社の取締役の報酬は、経営内容、経済情勢等を勘案したものとし、個々の取締役の報酬

の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。
（報酬構成）

当社の取締役の報酬は、固定報酬である「基本報酬」と業績連動報酬である「賞与」、「退
職慰労金」で構成されております。
「基本報酬」
役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、社員給与とのバランス等を考慮し

ながら、総合的に勘案して決定するものとしております。
「賞与」
取締役の賞与はグループの会社業績と連動することを重視しており、連結営業利益を指標

としております。支給額は各事業年度の連結営業利益の目標値に対する達成度合いに応じて
算出され、毎年、一定の時期に支給するものとしております。
2026年４月期における連結営業利益は事業報告17頁に記載の「１企業集団の現況に関す

る事項」に記載のとおりであります。
「退職慰労金」
在任期間における各職責に応じた一定額を毎年引き当て、退任時に一括して支給するもの

としております。
②取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項

取締役の金額報酬の額は、2024年７月23日開催の第64期定時株主総会において年間
400百万円以内（うち社外取締役分30百万円以内）と決議しております。当該定時株主総
会終結時点における取締役の員数は９名（うち社外取締役２名）です。
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監査役の金額報酬の額は、2024年７月23日開催の第64期定時株主総会において年間
100百万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点における監査役の員数は４
名です。

③取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社は、取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長佐藤元が取締役の個人別の報酬額の

具体的内容を決定しております。
その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の担当事業の業績を踏まえた賞

与の評価配分としております。また、退職慰労金は在任期間及び在任中の功労の程度を勘案
した額としております。
これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価

を行うには代表取締役社長が最も適しているからであります。
取締役会は当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう取締役会に原案を諮

問し答申を得る等の措置を講じております。
④取締役及び監査役の報酬等の総額

区 分 支給人数
（名）

報酬等の額
（百万円）

報酬等の種類別の総額（百万円）
基本報酬 賞与 退職慰労金

取締役
（うち社外取締役）

９
（２）

291
（９）

229
（７）

57
（１）

４
（０）

監査役
（うち社外監査役）

４
（２）

49
（８）

38
（６）

９
（１）

１
（０）

合計
（うち社外役員）

13
（４）

340
（18）

267
（13）

66
（３）

６
（１）

（注）当社は使用人兼務取締役がおりませんので、取締役の支給額には、使用人分給与は含まれておりません。
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(5) 社外役員に関する事項
区 分 氏 名 主な活動状況及び

社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要

取 締 役 齋 藤 貴 介

当事業年度開催の取締役会15回全てに出席し、弁
護士として企業法務に関する高度な専門知識と豊
富な経験からの専門的見地からの発言を行うこと
により、当社のコンプライアンス確保及びコーポ
レート・ガバナンスに貢献しております。

取 締 役 浅 妻 信

当事業年度開催の取締役会15回全てに出席し、不
動産鑑定士として当社グループと異なる事業分野
からの独立した客観的な立場からの発言を行うこ
とにより経営の多様性が高まり、当社のコーポレ
ート・ガバナンスに貢献しております。

監 査 役 古 俣 敏 隆
当事業年度開催の取締役会15回全てに出席し、ま
た、監査役会13回全てに出席し、税理士としての
専門的見地からの発言を行っております。

監 査 役 出 口 和 浩
当事業年度開催の取締役会15回中12回出席し、ま
た、監査役会13回中11回出席し、会社経営者とし
ての専門的見地からの発言を行っております。
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4 会計監査人に関する事項
（1）名称 監査法人Ａ＆Ａパートナーズ

（2）報酬等の額
区 分 支払額

公認会計士法第２条第１項の業務に係る報酬等の額 25百万円
当社及び当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 25百万円

（注）1. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監
査報酬の額を区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当連結会計年度に係る会計監査人の報
酬等の額には、これらの合計額を記載しております。

2. 監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、過年度の
監査計画による監査時間の実績及び報酬額の推移並びに会計監査人の職務遂行状況を確認し、当事業年
度の監査計画及び当社の事業規模並びに業務の特性等を勘案し、報酬額の妥当性を検討した結果、会計
監査人の報酬等について会社法第399条第１項の同意を行っております。

（3）会計監査人が行った非監査業務の内容
該当事項はありません。

（4）会計監査人の解任または不再任の決定の方針
当社では、会計監査人が会社法第340条第１項に定める解任事由に該当すると認められる場合

には、その解任の是非について十分審議を行ったうえ、監査役全員の同意に基づき監査役会が会
計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される
株主総会において、会計監査人を解任した旨とその理由を報告いたします。
また、上記の場合のほか、監査役会は、会計監査人の適格性、独立性を害する事由の発生によ

り、適正な監査の遂行が困難であると認められる場合には、会計監査人の解任又は不再任に関す
る議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。



事業報告

34

5 会社の体制及び方針
（1）業務の適正を確保するための体制

当社では『誠実と責任とを以って日々努力を重ね、より品質を高めて消費者の信頼に応えよ
う』という社是を経営理念とし、内部統制システムについては、企業としての社会的信頼に応
え、企業倫理・法令遵守の基本姿勢を明確にし、社会的責任を常に意識した健全な事業活動の推
進に取り組み、食品メーカーとして信頼していただける企業となるよう努めてまいります。
①取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

取締役及び使用人のコンプライアンスの維持は「コンプライアンス規程」に基づき各取締
役が責任役員として自己の担当部署について責任を持って法令・定款の遵守の徹底を図り、
万一コンプライアンスに関する重要な事態が発生した場合には、直ちにその内容・対処案を
責任役員から取締役会、監査役に報告するものとする。
監査役は当社のコンプライアンス体制に問題があると認められるときは、意見を述べると

ともに、必要に応じて運用状況の検証を行い改善策の策定を求めることとする。
②取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役の職務執行に係る情報・文書の取扱いは、当社社内規程に従い適切に保存及び管理
（廃棄を含む）を行うとともに、必要に応じて運用状況の検証、各規程等の見直しを行うこ
ととする。

③取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、取締役会を毎月１回定時に開催するほか、必要に応じて随時開催するものとし、

重要事項の決定並びに取締役の職務執行状況の監督について業務報告を通じ定期的に行い、
経営方針及び経営戦略に関わる重要事項については事前に役付取締役を中心とした常務会を
開催し、意思決定を機動的に行うこととする。
また、取締役会の決定に基づく取締役の職務執行を効率的に実現するため、経営トップと

各部署の責任者により構成される経営戦略会議を毎月１回、並びに部課長会議を毎週開催
し、事業計画等が当初の予定どおりに進捗しているか審議・連絡及び調整を行うこととす
る。

④損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、「リスク管理規程」により、リスクの予防・リスクの発生に備えた事前準備や処

理体制の確立を行う。そのうえ代表取締役社長に直属する部署として、内部統制監査室を設
置し、定期的に「内部監査規程」による監査を実施するとともに、監査実施項目・監査方法
や「リスク管理規程」等の見直しも定期的に実施・検証し、必要があれば改正を行うものと
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する。
内部統制監査室の監査により法令・定款違反その他の事由に基づき損失の危険があると推

測される場合またはそのような業務執行行為が発見された場合には、その内容及びそれがも
たらす、またはもたらした損失の程度等について「リスク管理規程」に基づき、直ちに責任
役員から取締役会、監査役に報告し、そのリスクの程度に応じた対応策を策定するとともに
直ちにリスク発生に対処する体制を構築することとする。
また、内部統制監査室の活動を円滑にするため、定期的に各規程等の整備を各部署に求

め、内部統制監査室の監査方針・「リスク管理規程」等各規程及び職務権限と責任の所在等
について全使用人に周知徹底する。

⑤当社及び関係会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
関係会社に関する業務の適正を確保するため主幹部署において、社内規程に従い関係会社

の経営管理を行うことで、経営の健全性及び効率性等の向上を図るとともに、関係会社はそ
の経営内容については定期的に、重要案件については発生した都度、当社各主幹部署に対し
報告を行うこととする。
内部統制監査室は原則として毎年１回以上、定期または臨時に実地監査を行い、関係会社

に損失等の危険（おそれのある場合を含む）を発見した場合には、直ちにその内容及び当社
に対する影響等について、当社の取締役会及び担当部署に報告するものとする。

⑥監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項
監査役の職務を補助すべき者として、当社の使用人から監査役補助者を任命する。
当該使用人は、監査役の指揮命令下で職務を遂行しその評価については監査役が行い、そ

の補助者の任命・解任・人事異動・賃金等の改定については、監査役会の同意を必要とする
ことにより、取締役からの独立性を確保するとともに、監査役の当該使用人に対する指示の
実効性を確保するものとする。

⑦監査役への報告体制及び監査役の監査が実効的に行われることを確保するためのその他の体
制
当社並びに関係会社の取締役及び使用人は、当社監査役の指示に従い、報告すべき事項は

要求された期限を厳守し、報告事項、情報、資料等速やかに報告・提示するなど、当社監査
役の要請する事項には全面的に協力する体制を徹底する。また「社内通報規程」に基づき、
当社または関係会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実及び法令違反その他のコンプラ
イアンス上の問題を発見したときは、直ちに当社監査役に報告するものとし、当該通報を行
った者に対して、いかなる不利益な取り扱いを行わないものとする。
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当社及び関係会社の常勤監査役は取締役会の他、重要な意思決定の過程及び職務執行状況
を把握するため、経営戦略会議や部課長会議など重要な会議に出席するとともに、稟議書そ
の他職務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて監査役会に対してその状況を報告
する。
監査役会は必要に応じ、会計監査人や弁護士に相談することができ、その費用は会社が負

担するものとする。
なお、監査役は組織的かつ効率的な監査体制が実現できるよう代表取締役社長及び当社の

会計監査人と定期的に意見交換を行うなど連携を図っていくものとする。
⑧財務報告の適正及び信頼性を確保するための体制

当社は、財務報告の信頼性と適正性を確保するため、金融商品取引法及び関係法令に基づ
く内部統制報告制度を有効かつ適切に運用するとともに、継続的に運用評価・有効性の確認
を行い、必要があれば改善を行うものとする。

⑨反社会的勢力排除に向けた体制
当社は、「コンプライアンス規程」において、社会秩序や会社の健全な経営に脅威を与え

る反社会的勢力・団体に対しては、毅然とした態度で行動することを明記し、その堅持に努
めており、名目の如何を問わず一切の関係の遮断を全社統一した対応の基本方針として行動
することとする。

（2）業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
当社では、前記業務の適正を確保するための体制に関する基本方針に基づき、体制の整備とそ

の適切な運用に努めており、当連結会計年度における運用状況の概要は以下のとおりでありま
す。
① 当社は取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するため、取締役会を15回開催
いたしました。また、取締役会の決定に基づく取締役の職務執行を効率的に実現するため、
経営戦略会議を12回開催いたしました。

② 内部統制監査室は、内部監査活動計画に基づき、当社の各部門の業務執行及び関係会社の
業務の監査、内部統制監査を実施いたしました。

③ 監査役は、監査役会において定めた監査計画に基づき監査を行うとともに、組織的かつ効
率的な監査体制が実現できるよう代表取締役及び当社の会計監査人との間で意見交換を行う
など連携を図っております。

④ 常勤監査役は、取締役会の他、経営戦略会議などの重要な会議に出席しております。
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（3）株式会社の支配に関する基本方針
当社は、法令及び社会規範の遵守を前提に、①企業としての社会的責任を常に意識した健全な

事業活動による業績の向上、②経営の透明性の確保、③顧客をはじめあらゆるステークホルダー
から信頼される経営体質の構築を推進し、中長期的かつ総合的に企業価値・株主価値の向上を目
指す者が、「会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者」であることが望ましいと考えてお
ります。
当社は具体的な買収防衛策を予め定めるものではありませんが、株主の皆様から負託を受けた

経営者の責務として、当社株式の取引や株主の異動状況を常に注視するとともに、株式の大量取
得を企図する者が出現した場合には、前記の考え方に則って具体的な対抗措置の要否及び内容を
速やかに検討し、当社の権限の範囲内で最も適切と考えられる措置を実行する体制を整えます。
現在のところ、当社の株式を大量取得しようとする具体的な脅威が生じているわけではありま

せんが、買収防衛策の導入は、重要な経営課題の一つとして認識しており、今後検討を重ねてま
いります。

（4）剰余金の配当等の決定に関する方針
当社は、株主還元を経営の最重要課題の一つと位置づけており、今後の事業展開及び経営強化

のため内部留保の充実を図りつつ、安定的な配当を維持継続することを基本とし、企業価値の増
大で株主各位にこたえることを念頭に置き、総合的に決定することを基本方針としております。

6 決算期後に生じた企業集団の状況に関する重要な事実
特記すべき事実はありません。

（注）本事業報告中に記載の金額は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。
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連結貸借対照表 （2026年４月30日現在）
（単位：千円）

科 目 金 額

（資 産 の 部）
流 動 資 産 28,082,829

現金及び預金 3,859,137

売掛金 11,574,834

商品及び製品 4,731,694

仕掛品 318,837

原材料及び貯蔵品 7,166,563

その他 431,761

固 定 資 産 29,868,607

有 形 固 定 資 産 23,147,986

建物及び構築物 6,025,629

機械装置及び運搬具 8,021,389

土地 2,166,234

建設仮勘定 6,575,177

その他 359,554

無 形 固 定 資 産 1,219,267

投 資 そ の 他 の 資 産 5,501,353

投資有価証券 2,336,389

繰延税金資産 511,304

投資不動産 2,392,728

その他 284,527

貸倒引当金 △23,596

資 産 合 計 57,951,436

科 目 金 額

（負 債 の 部）
流 動 負 債 17,843,098

買掛金 850,080
１年内返済予定の長期借入金 5,996,955
未払金 7,263,526
未払法人税等 998,000
賞与引当金 238,461
役員賞与引当金 68,550
その他 2,427,524

固 定 負 債 15,248,152
長期借入金 14,442,626
役員退職慰労引当金 79,951
退職給付に係る負債 595,724
その他 129,850

負 債 合 計 33,091,251
（純 資 産 の 部）
株 主 資 本 23,729,776
資本金 543,775
資本剰余金 506,000
利益剰余金 22,718,882
自己株式 △38,881

その他の包括利益累計額 1,130,408
その他有価証券評価差額金 1,006,388
退職給付に係る調整累計額 124,019

純 資 産 合 計 24,860,184
負 債 ・ 純 資 産 合 計 57,951,436
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連結損益計算書（2025年５月１日から2026年４月30日まで）
（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 51,775,084
売 上 原 価 38,204,788

売 上 総 利 益 13,570,296
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 10,233,673

営 業 利 益 3,336,623
営 業 外 収 益

受取利息 245
受取配当金 62,597
受取賃貸料 171,547
副産物収入 181,903
その他 173,147 589,440

営 業 外 費 用
支払利息 181,301
賃貸費用 109,865
その他 45,060 336,227
経 常 利 益 3,589,836

特 別 利 益
投資有価証券売却益 546,357
固定資産売却益 1,589 547,947

特 別 損 失
減損損失 82,566
投資有価証券評価損 9,991 92,558
税金等調整前当期純利益 4,045,225
法人税、住民税及び事業税 1,486,149
法人税等調整額 △241,634 1,244,514
当 期 純 利 益 2,800,711
親会社株主に帰属する当期純利益 2,800,711
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連結株主資本等変動計算書（2025年５月１日から2026年４月30日まで）
（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自 己 株 式 株主資本合計

当 期 首 残 高 543,775 506,000 20,271,226 △38,673 21,282,327

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △353,054 △353,054
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 2,800,711 2,800,711

自 己 株 式 の 取 得 △207 △207
株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 （純 額） −

当 期 変 動 額 合 計 − − 2,447,656 △207 2,447,448

当 期 末 残 高 543,775 506,000 22,718,882 △38,881 23,729,776

その他の包括利益累計額
純資産合計その他有価証券

評価差額金
退職給付に係る
調整累計額

その他の包括利益
累計額合計

当 期 首 残 高 1,017,025 176,492 1,193,518 22,475,845
当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 − △353,054
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 − 2,800,711
自 己 株 式 の 取 得 − △207
株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 （純 額） △10,636 △52,472 △63,109 △63,109

当 期 変 動 額 合 計 △10,636 △52,472 △63,109 2,384,338
当 期 末 残 高 1,006,388 124,019 1,130,408 24,860,184
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連結注記表
１．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等
（1）連結の範囲に関する事項

連結子会社の数 １社
連結子会社の名称 株式会社うさぎもち

（2）持分法の適用に関する事項
該当事項はありません。

（3）会計方針に関する事項
① 重要な資産の評価基準及び評価方法

イ 有価証券
その他有価証券
・ 市場価格のない株式等以外のもの

連結決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は、全部純資産直入法に
より処理し、売却原価は、移動平均法により算定）

・ 市場価格のない株式等
移動平均法による原価法

ロ 棚卸資産
・ 商品及び製品・仕掛品

総平均法による原価法（連結貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下
げの方法により算定）

・ 原材料
月次総平均法による原価法（連結貸借対照表価額は収益性の低下による簿価

切下げの方法により算定）
・ 貯蔵品

最終仕入原価法による原価法（連結貸借対照表価額は収益性の低下による簿
価切下げの方法により算定）

② 重要な減価償却資産の減価償却の方法
イ 有形固定資産（リース資産を除く）

定率法を採用しております。ただし、1998年４月以降に取得した建物（建物附
属設備を除く）並びに2016年４月以降に取得した建物附属設備及び構築物につい
ては、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び構築物 10〜50年
機械装置及び運搬具 ４〜10年
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ロ 無形固定資産（リース資産を除く）
自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づ

く定額法を採用しております。
ハ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引にかかるリース資産は、リース期間を耐
用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

ニ 投資不動産
定率法を採用しております。ただし、1998年４月以降に取得した建物（建物附

属設備を除く）並びに2016年４月以降に取得した建物附属設備及び構築物につい
ては、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び構築物 10〜34年

③ 引当金の計上基準
イ 貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸
倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を
計上しております。

ロ 賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額を基準として計上しております。

ハ 役員賞与引当金
役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額を計上しております。

ニ 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支払いに備えるため、役員退職慰労金規程（内規）に基づく

期末要支給額を計上しております。
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④ 重要な収益及び費用の計上基準
当社グループでは、包装米飯及び包装餅等の製造販売を行っており、顧客との販売契

約に基づいて商品又は製品を引き渡す履行義務を負っております。当該履行義務は、商
品または製品を引き渡す一時点において、顧客が当該商品又は製品に対する支配を獲得
して充足されると判断し、納品した時点で収益を認識しております。
また、取引価格は契約において顧客と約束した対価から、顧客に支払われるリベート

及び販売促進費（以下、「販売促進費等」という。）を控除した金額で算定しております。
変動性のある未確定の販売促進費等の変動対価は、過去実績及び見通しを含む合理的に
利用可能な情報から見積もっております。
取引に関する支払条件は、短期のうちに支払期日が到来し、契約に重要な金融要素は

含まれておりません。

⑤ 退職給付に係る会計処理の方法
イ 退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に
帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

ロ 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10

年）による定額法により費用処理しております。
数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期

間以内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌
連結会計年度から費用処理しております。

ハ 小規模企業等における簡便法の採用
連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る

当連結会計年度末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を採
用しております。

２．会計方針の変更に関する注記
該当事項はありません。
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３．表示方法の変更に関する注記
（1）連結損益計算書

前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業外費用」の「シンジケートロ
ーン手数料」及び「支払手数料」は、金額的重要性が乏しくなったため、「営業外費用」
の「その他」に含めて表示しております。なお、当連結会計年度の「シンジケートローン
手数料」は1,000千円であり、「支払手数料」は発生しておりません。

４．連結貸借対照表に関する注記
（1）有形固定資産の減価償却累計額 37,362,839千円

（2）投資不動産の減価償却累計額 499,058千円

(3) 財務制限条項
当連結会計年度の借入金のうち、当社のシンジケートローン(極度額7,400,000千円)には

以下の財務制限条項が付されております。

①各年度の決算期の末日における借入人の報告書等に含まれる単体の貸借対照表に記載さ
れる純資産の部の金額が、2024年４月期又は当該決算期の直前の連結会計年度の末日
における報告書等に含まれる単体の貸借対照表の純資産の部の金額のいずれか大きい方
の75％の金額以上であること。

②各年度の決算期の末日における借入人の報告書等に含まれる単体の損益計算書に記載さ
れる経常損益に関して、２期連続して経常損失を計上していないこと。

財務制限条項の対象となる借入金残高は次のとおりであります。
長期借入金 4,833,888千円

計 4,833,888千円
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５．連結損益計算書に関する注記
（1）固定資産売却益の内訳

「機械装置及び運搬具」の売却によるものであります。

（2）減損損失
当連結会計年度において、当社グループは以下の資産について減損損失を計上いたしまし
た。

場所 用途 種類 減損損失

佐賀県杵島郡江北町 賃貸不動産 土地 82,566千円

事業用資産については、製造販売事業を基礎としてグルーピングを行っております。
また、賃貸不動産及び遊休資産については、個別物件単位でグルーピングを行っておりま

す。
当連結会計年度において、上記資産については地価の下落により投資額の回収が困難と見

込まれることから、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別
損失に計上しました。
なお、回収可能価額は正味売却価額により測定し、固定資産税評価額を基礎に算定してお

ります。

６．連結株主資本等変動計算書に関する注記
（1）発行済株式の総数に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首 増 加 減 少 当連結会計年度末

普通株式 5,075,500株 − − 5,075,500株

（2）自己株式の数に関する事項
株式の種類 当連結会計年度期首 増 加 減 少 当連結会計年度末

普通株式 31,862株 27 株 − 31,889株
(注)普通株式の自己株式数の増加27株は、単元未満株式及び端数株式の買取りによるものであります。
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（3）配当に関する事項
配当金支払額
① 2025年７月30日開催の第65期定時株主総会決議による配当に関する事項

・ 配当金の総額 353,054千円
・ 配当の原資 利益剰余金
・ １株当たり配当金額 70.00円
・ 基準日 2025年４月30日
・ 効力発生日 2025年７月31日

② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度に
なるもの
2026年７月22日開催の第66期定時株主総会において次のとおり付議いたします。
・ 配当金の総額 378,270千円
・ 配当の原資 利益剰余金
・ １株当たり配当金額 75.00円
・ 基準日 2026年４月30日
・ 効力発生日 2026年７月23日

７．金融商品に関する注記
（1）金融商品の状況に関する事項

① 金融商品に対する取り組方針
当社グループは、資金調達については主に銀行等金融機関からの借入により行ってお

ります。また、資金運用については安全性が高く短期的な預金等に限定しており、デリ
バティブ等の投機的な取引は行わない方針であります。

② 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク
営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、投資有価証

券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されて
おります。
営業債務である買掛金は、そのほとんどが１ヶ月以内の支払期日であります。
短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、社債及び長期借入金は営業取引及

び設備投資に係る資金調達であります。また、シンジケートローン方式による契約に基
づく借入金には、財務制限条項が付されております。

③ 金融商品に係るリスク管理体制
イ 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

当社グループは、販売管理規程及び売掛金管理規程に従い、取引先ごとの期日管
理及び残高管理を行うとともに、財政状況等の悪化による回収懸念の早期把握や軽
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減を図っております。
ロ 市場リスク（価格等の変動リスク）の管理

投資有価証券については、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握し、保有状
況を継続的に見直しております。
デリバティブ取引については、資金調達に関するリスク管理方針に従い、コーポ

レート担当役員付が取引を行い、経理部において管理及び記帳を行うこととしてお
ります。

ハ 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管
理
当社は、担当部署が適時に月次の資金繰計画を作成・更新するとともに、全社一

括支払システムにより資金需要を把握し、必要に応じ短期借入金の実行若しくは返
済を行い手元流動性を維持することによりリスク管理しております。

④ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的

に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込ん
でいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動する場合があり
ます。

（2）金融商品の時価等に関する事項
2026年４月30日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、

次のとおりであります。なお、市場価格がない株式等（連結貸借対照表計上額19,705千
円）は「その他有価証券」には含めておりません。また、「現金及び預金」、「売掛金」、「買
掛金」、「未払金」、並びに「未払法人税等」については、短期間で決済されるため時価が帳
簿価額に近似することから、記載を省略しております。

連結貸借対照表計上額 時 価 差 額

投資有価証券
その他有価証券 2,316,684千円 2,316,684千円 ̶千円

資産計 2,316,684千円 2,316,684千円 ̶千円
長期借入金 20,439,581千円 20,144,641千円 △294,939千円

負債計 20,439,581千円 20,144,641千円 △294,939千円

（3）金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、

以下の３つのレベルに分類しております。
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レベル１の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格によ
り算定した時価

レベル２の時価：レベル１のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプット
を用いて算定した時価

レベル３の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのイ
ンプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベル
に時価を分類しております。

① 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
投資有価証券
その他有価証券
株式 2,316,684千円 ̶ ̶ 2,316,684千円

② 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
長期借入金 ̶ 20,144,641千円 ̶ 20,144,641千円

(注)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
・投資有価証券
株式は上場株式であり、相場価格を用いて評価しております。当該上場株式は活発な市場

で取引されているため、その時価をレベル１の時価に分類しております。

・長期借入金
元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に、割引現在

価値法により算定しており、レベル２の時価に分類しております。なお、連結貸借対照表計
上額の長期借入金には１年以内に期限の到来する長期借入金が含まれております。
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８．賃貸等不動産に関する注記
当社グループでは、新潟県、東京都及び佐賀県において、賃貸用の店舗（土地を含む）・オ

フィスフロアを所有しております。2026年４月期における当該賃貸等不動産に関する賃貸損
益は45,195千円（賃貸収益は営業外収益に、賃貸費用は営業外費用に計上）であります。
また、当該賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額、期中増減額及び時価は、次のとおりであ

ります。
連結貸借対照表計上額（千円）

期末時価（千円）
期首残高 期中増減額 期末残高

2,397,705 △4,976 2,392,728 2,099,991
（注）1. 連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。

2. 期中増減額のうち主な増加額は、自社使用から賃貸不動産への用途変更(100,250千円)であります。減
少額は、減価償却費(26,996千円)及び減損損失(82,566千円)であります。

3. 期末時価は、「不動産鑑定評価基準」に基づいて自社で算定した金額（指標等を用いて調整を行ったも
のを含む）であります。

９．収益認識に関する注記
（1）顧客との契約から生じる収益を分解した情報 （単位：千円）

営業品目 当連結会計年度

包装米飯 32,871,313
包装餅 18,882,487
その他 21,284

売上高合計 51,775,084

（2）収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約における履行義務の充足の時期及び取引価格の算定方法等については、「１．連
結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等（3）会計方針に関する事項④
重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
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（3）当期及び翌期の収益の金額を理解するための情報
① 契約資産及び契約負債の残高等 （単位：千円）

前連結会計年度 当連結会計年度
期首残高 期末残高 期首残高 期末残高

顧客との契約から生じた債権 8,608,098 10,110,347 10,110,347 11,574,834
契約資産 − − − −

契約負債 − − − −

② 残存履行義務に配分した取引価格
当グループにおいては、予想契約期間が1年を超える重要な取引がないため、残履行義務

に関する情報の記載は省略しております。また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引
価格に含まれていない重要な金額はありません。

１０．１株当たり情報に関する注記
（1）１株当たり純資産額 4,929円04銭
（2）１株当たり当期純利益 555円30銭
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貸借対照表 （2026年４月30日現在）
（単位：千円）

科 目 金 額
（資 産 の 部）
流 動 資 産

現金及び預金
売掛金
商品及び製品
仕掛品
原材料及び貯蔵品
前払費用
その他

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建物
構築物
機械及び装置
車両運搬具
工具、器具及び備品
土地
リース資産
建設仮勘定

無 形 固 定 資 産
借地権
ソフトウエア
その他

投 資 そ の 他 の 資 産
投資有価証券
関係会社株式
出資金
長期前払費用
繰延税金資産
投資不動産
その他
貸倒引当金

24,134,952
2,612,860

11,054,822
4,272,645
213,910

5,618,332
125,023
237,358

29,823,173
22,043,127
5,315,653
408,874

7,401,552
85,120

313,734
1,929,624

17,418
6,571,150
1,216,012

243
17,474

1,198,294
6,564,033
2,336,389
1,200,000

5,600
44,556

464,326
2,392,728
144,027
△23,596

資 産 合 計 53,958,125

科 目 金 額
（負 債 の 部）
流 動 負 債 16,335,390

買掛金 711,914
１年内返済予定の長期借入金 5,313,435
リース債務 8,946
未払金 6,848,321
未払費用 504,537
未払法人税等 868,000
預り金 131,291
前受収益 8,574
賞与引当金 196,330
役員賞与引当金 66,300
その他 1,677,740

固 定 負 債 14,051,683
長期借入金 13,344,143
リース債務 9,492
退職給付引当金 503,382
役員退職慰労引当金 77,658
資産除去債務 36,706
その他 80,300

負 債 合 計 30,387,074
（純 資 産 の 部）
株 主 資 本 22,564,662
資本金 543,775
資本剰余金 506,000
資本準備金 506,000

利益剰余金 21,553,769
利益準備金 135,943
その他利益剰余金 21,417,825
別途積立金 8,300,000
繰越利益剰余金 13,117,825

自己株式 △38,881
評価・換算差額等 1,006,388
その他有価証券評価差額金 1,006,388

純 資 産 合 計 23,571,051
負 債 ・ 純 資 産 合 計 53,958,125
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損益計算書（2025年５月１日から2026年４月30日まで）
（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 45,029,720
売 上 原 価 32,748,720

売 上 総 利 益 12,280,999
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 9,427,755

営 業 利 益 2,853,243
営 業 外 収 益

受取利息 38
受取配当金 62,597
受取賃貸料 178,467
副産物収入 148,037
その他 185,031 574,172

営 業 外 費 用
支払利息 166,049
賃貸費用 116,342
その他 42,517 324,909
経 常 利 益 3,102,506

特 別 利 益
固定資産売却益 1,559
投資有価証券売却益 546,357 547,917

特 別 損 失
減損損失 82,566
投資有価証券評価損 9,991 92,558
税引前当期純利益 3,557,866
法人税、住民税及び事業税 1,313,462
法人税等調整額 △218,005 1,095,457
当 期 純 利 益 2,462,408
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株主資本等変動計算書（2025年５月１日から2026年４月30日まで）
（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金
資本剰余金 利益剰余金

資本準備金 利益準備金
その他利益剰余金

別途積立金 繰越利益剰余金 利益剰余金合計

当期首残高 543,775 506,000 135,943 8,300,000 11,008,471 19,444,415
当期変動額
剰余金の配当 △353,054 △353,054
当期純利益 2,462,408 2,462,408
自己株式の取得 −
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） −

当期変動額合計 − − − − 2,109,353 2,109,353
当期末残高 543,775 506,000 135,943 8,300,000 13,117,825 21,553,769

株 主 資 本 評価・換算差額等

純資産合計
自 己 株 式 株主資本合計 その他有価証

券評価差額金
評価・換算
差額等合計

当期首残高 △38,673 20,455,516 1,017,025 1,017,025 21,472,542
当期変動額
剰余金の配当 △353,054 − △353,054
当期純利益 2,462,408 − 2,462,408
自己株式の取得 △207 △207 − △207
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） − − △10,636 △10,636 △10,636

当期変動額合計 △207 2,109,146 △10,636 △10,636 2,098,509
当期末残高 △38,881 22,564,662 1,006,388 1,006,388 23,571,051
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個別注記表
１．重要な会計方針に係る事項に関する注記
（1）資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券の評価基準及び評価方法
イ 子会社株式

移動平均法による原価法
ロ その他有価証券

・ 市場価格のない株式等以外のもの
決算期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は、全部純資産直入法に

より処理し、売却原価は、移動平均法により算定）
・ 市場価格のない株式等

移動平均法による原価法
② 棚卸資産の評価基準及び評価方法

イ 商品及び製品・仕掛品
総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法

により算定）
ロ 原材料

月次総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの
方法により算定）

ハ 貯蔵品
最終仕入原価法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げ

の方法により算定）

（2）固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産（リース資産を除く）

定率法を採用しております。ただし、1998年４月以降に取得した建物（建物附属設
備を除く）並びに2016年４月以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定
額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 15〜50年
機械及び装置 10年

② 無形固定資産（リース資産を除く）
自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づく定

額法を採用しております。
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③ リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引にかかるリース資産は、リース期間を耐用年

数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
④ 投資不動産

定率法を採用しております。ただし、1998年４月以降に取得した建物（建物附属設
備を除く）並びに2016年４月以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定
額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び構築物 10〜34年

（3）引当金の計上基準
① 貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸
念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上して
おります。

② 賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額を基準として計上しております。

③ 役員賞与引当金
役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額を計上しております。

④ 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の

見込額に基づき計上しております。
イ 退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属
させる方法については、給付算定式基準によっております。

ロ 理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10

年）による定額法により費用処理しております。
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業
年度から費用処理しております。

⑤ 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支払いに備えるため、役員退職慰労金規程（内規）に基づく期末

要支給額を計上しております。



計算書類

56

（4）収益及び費用の計上基準
当社では、包装米飯及び包装餅等の製造販売を行っており、顧客との販売契約に基づい

て商品又は製品を引き渡す履行義務を負っております。当該履行義務は、商品または製品
を引き渡す一時点において、顧客が当該商品又は製品に対する支配を獲得して充足される
と判断し、納品した時点で収益を認識しております。
また、取引価格は契約において顧客と約束した対価から、顧客に支払われるリベート及

び販売促進費（以下、「販売促進費等」という。）を控除した金額で算定しております。変
動性のある未確定の販売促進費等の変動対価は、過去実績及び見通しを含む合理的に利用
可能な情報から見積もっております。
取引に関する支払条件は、短期のうちに支払期日が到来し、契約に重要な金融要素は含

まれておりません。

２．会計方針の変更に関する注記
該当事項はありません。

３．表示方法の変更に関する注記
（1）損益計算書

前事業年度において、独立掲記しておりました「営業外費用」の「シンジケートローン
手数料」及び「支払手数料」は、金額的重要性が乏しくなったため、「営業外費用」の
「その他」に含めて表示しております。なお、当事業年度の「シンジケートローン手数料」
は1,000千円であり、「支払手数料」は発生しておりません。

４．貸借対照表に関する注記
（1）有形固定資産の減価償却累計額 35,736,891千円

（2）投資不動産の減価償却累計額 499,058千円

（3）財務制限条項
当事業年度の借入金のうち、当社のシンジケートローン(極度額7,400,000千円)には以下

の財務制限条項が付されております。
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①各年度の決算期の末日における借入人の報告書等に含まれる単体の貸借対照表に記載さ
れる純資産の部の金額が、2024年４月期又は当該決算期の直前の事業年度の末日にお
ける報告書等に含まれる単体の貸借対照表の純資産の部の金額のいずれか大きい方の
75％の金額以上であること。

②各年度の決算期の末日における借入人の報告書等に含まれる単体の損益計算書に記載さ
れる経常損益に関して、２期連続して経常損失を計上していないこと。

財務制限条項の対象となる借入金残高は次のとおりであります。
長期借入金 4,833,888千円

計 4,833,888千円

（4）偶発債務
子会社である㈱うさぎもちの金融機関からの借入金1,782,003千円に対して、債務保証

を行っております。

（5）関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
短期金銭債権 7,806千円
短期金銭債務 1,764千円

５．損益計算書に関する注記
（1）関係会社との取引高

営業取引による取引高
売上高 20,978千円
仕入高 80,509千円

営業取引以外の取引による取引高
受取利息 −千円

（2）固定資産売却益
「車両運搬具」の売却によるものであります。
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（3）減損損失
当事業年度において、当社は以下の資産について減損損失を計上いたしました。

場所 用途 種類 減損損失

佐賀県杵島郡江北町 賃貸不動産 土地 82,566千円

事業用資産については、製造販売事業を基礎としてグルーピングを行っております。
また、賃貸不動産及び遊休資産については、個別物件単位でグルーピングを行っておりま

す。
当事業年度において、上記資産については地価の下落により投資額の回収が困難と見込ま

れることから、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失
に計上しました。
なお、回収可能価額は正味売却価額により測定し、固定資産税評価額を基礎に算定してお

ります。

６．株主資本等変動計算書に関する注記
自己株式の数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増 加 減 少 当事業年度末

普通株式 31,862株 27 株 − 31,889株
(注)普通株式の自己株式数の増加27株は、単元未満株式及び端数株式の買取りによるものであります。
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７．税効果会計に関する注記
（1）繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

（繰延税金資産）
未払事業税 51,241千円
未払販売促進費 463,810千円
賞与引当金 61,183千円
退職給付引当金 158,062千円
役員退職慰労引当金 24,384千円
資産除去債務 11,525千円
減損損失 66,759千円
リース投資資産減価償却超過額 77,597千円
未払社会保険料 10,201千円
会員権評価損 11,624千円
投資有価証券評価損 72,896千円
その他 70,990千円

繰延税金資産 小計 1,080,277千円
評価性引当額 △185,386千円

繰延税金資産 合計 894,890千円

（繰延税金負債）
資産除去債務に対応する費用 1,643千円
設備投資に係る利子補給金 1,077千円
その他有価証券評価差額金 427,843千円

繰延税金負債 合計 430,563千円
繰延税金資産の純額 464,326千円

（2）法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別
の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の

100分の５以下であるため注記を省略しております。
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８．関連当事者との取引に関する注記
子会社及び関連会社等

種類 会社等の名称
議決権等の
（被所有）
所有割合

関連当事者
との関係 取引の内容 取引金額

（千円） 勘定科目 期末残高
（千円）

子会社 ㈱うさぎもち （所有）
直接100％

製品の仕入
債務保証
役員の兼任等

債務保証
（注１） 1,782,003 ― ―

（注）１. 債務保証については、取引金額に期末残高を記載しております。なお、保証料は受けておりません。

９．収益認識に関する注記
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は「１．重要な会計方針に

係る事項に関する注記（４）収益及び費用の計上基準」に同一の内容を記載しているため、
注記を省略しております。

1０．１株当たり情報に関する注記
（1）１株当たり純資産額 4,673円45銭

（2）１株当たり当期純利益 488円22銭
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書

独立監査人の監査報告書
2026年６月12日

サトウ食品株式会社
取締役会 御中

監査法人A&Aパートナーズ
東京都中央区

指 定 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 吉 村 仁 士

指 定 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 伊 藤 宏 美

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、サトウ食品株式会社の2025年５月１日から

2026年４月30日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連
結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

準拠して、サトウ食品株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及
び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査

の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。
当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用
される規定を含む。）に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の
倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
と判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成

し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及
び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、

その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかど
うか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかど
うか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、そ

の事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類

を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが

適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視す

ることにある。
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連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬によ

る重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結
計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、
個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、
重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職

業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統
制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報
告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類
の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められてい
る。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連
結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な
監査証拠を入手するために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計算書類の監査に関
する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別

した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事
項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵

守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去する
ための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用
している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき

利害関係はない。

以 上
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会計監査人の監査報告書

独立監査人の監査報告書
2026年６月12日

サトウ食品株式会社
取締役会 御中

監査法人A&Aパートナーズ
東京都中央区

指 定 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 吉 村 仁 士

指 定 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 伊 藤 宏 美

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、サトウ食品株式会社の2025年５月１日

から2026年４月30日までの第66期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資
本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行
った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示してい
るものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査

の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当
監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用さ
れる規定を含む。）に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果
たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成

し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及
び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人
はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ

の他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか
検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか
注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、そ

の事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切

であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視す

ることにある。
計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による

重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書
類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別
に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性
があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職

業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統
制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が
認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告
書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記
事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人
の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継
続企業として存続できなくなる可能性がある。
・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書
類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別

した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事
項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵

守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去する
ための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用
している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。
以 上
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監査役会の監査報告書

監 査 報 告 書
当監査役会は、2025年５月１日から2026年４月30日までの第66期事業年度における取締役の職務の

執行に関して、各監査役からの監査報告に基づき、審議の結果、監査役全員の一致した意見として、本監
査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

1．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
（1）監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報

告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じ
て説明を求めました。

（2）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取
締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境整備に努めると
ともに、以下の方法で監査を実施いたしました。
① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告
を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社並びに主要な事業所及び子会
社において業務及び財産の状況を調査いたしました。
また、子会社については、常勤監査役が子会社の監査役を兼任し、子会社の取締役等との意思疎

通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。
② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための
体制、その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第
１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されて
いる体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況につい
て定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。
なお、財務報告に係る内部統制については、取締役等及び会計監査人から当該内部統制の評価及

び監査の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
③ 事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第３号イの基本方針については、取締役会そ
の他における審議の状況等を踏まえ、その内容について検討を加えました。

④ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとと
もに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われていることを確保するための体制」（会社計算規
則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）等に準拠し、整
備及び運営している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。
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以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、連結計算書類（連結貸
借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）並びに計算書類（貸借対
照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書について検討いた
しました。

2．監査の結果
（1）事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認
めます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められ
ません。

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制シ
ステムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認めら
れません。

④ 事業報告に記載されている会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本
方針については、指摘すべき事項は認められません。

（2）連結計算書類の監査結果
会計監査人監査法人A&Aパートナーズの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（3）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人監査法人A&Aパートナーズの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2026年６月12日
サトウ食品株式会社 監査役会
常勤監査役 伊 藤 正 紀 ㊞
監査役 近 藤 充 ㊞
社外監査役 古 俣 敏 隆 ㊞
社外監査役 出 口 和 浩 ㊞

以 上
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